
朝霞市条例第１５号 

朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

朝霞市体育施設設置及び管理条例（昭和５７年朝霞市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

第６条の表青葉台公園テニスコートの部中「９月３０日」を「１１月３０日

に、「１０月１日から１２月２７日」を「１２月１日から同月２７日」に改め、

同表内間木公園テニスコートの部中「９月３０日」を「１１月３０日」に、 

１０月１日から１２月２７日」を「１２月１日から同月２７日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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